
予
防

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
の
推
進

　
・
健
康
づ
く
り
の
推
進

　
・
多
様
な
集
い
の
場
づ
く
り

　
・
介
護
予
防
の
推
進
な
ど

介
護

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
確
立

　
・
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
確
保

　
・
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

　
・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強

　
　
化
な
ど

医
療

在
宅
医
療
の
推
進
と
地
域
連
携
の
推
進

　
・
在
宅
医
療
、
介
護
連
携
の
推
進

　
・
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進

　
・
認
知
症
対
策
の
推
進

生
活
支
援

生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
の
推
進

　
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

　
・
地
域
の
支
え
合
い
の
推
進

　
・
高
齢
者
虐
待
防
止
と
権
利
擁
護

住
ま
い

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
住
環
境
の
確
保

　
・
高
齢
者
の
住
ま
い
の
確
保

　
・
安
全
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
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第７期介護保険事業計画
高齢者福祉計画・

みんなで健康
づくりに取り

組み、市民協働のパ
ワーで介護予防の推
進、高齢者を支える地
域づくりに取り組みま
しょう！

住み慣れた 地域で
いつまでも 暮らしたい

日
本
は
、
諸
外
国
に
例
を
見
な
い
ス

ピ
ー
ド
で
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま

す
。
市
に
お
い
て
も
、
徐
々
に
高
齢
化
が

進
み
、
要
介
護
（
要
支
援
）
認
定
者
数
も

増
加
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
人
生
１
０
０
年
時
代
を
迎
え
る

い
ま
、
こ
の
ま
ま
い
く
と
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
が
生
じ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
私

た
ち
は
人
口
構
造
の
変
化
に
あ
わ
せ
て
、

こ
れ
か
ら
の
自
分
た
ち
の
暮
ら
し
を
考
え

る
場
面
に
直
面
し
て
い
る
の
で
す
。

暮らしたい

高
齢
化
の
進
行
に
伴
っ
て
、
社
会
保

障
給
付
費
は
増
え
続
け
て
い
ま

す
。
多
く
の
人
が
い
つ
ま
で
も
住
み
慣
れ

た
地
域
や
自
宅
で
過
ご
し
た
い
と
思
う
こ

と
で
、
在
宅
医
療
や
在
宅
介
護
へ
の
ニ
ー

ズ
も
増
え
続
け
ま
す
。
今
後
、
医
療
や
介

護
を
担
う
人
材
の
不
足
が
慢
性
的
な
問
題

と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
多
様
化
す
る
価
値
観
は
、
世
帯

の
家
族
構
成
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
高
齢

者
の
単
身
世
帯
も
増
加
が
見
込
ま
れ
ま

す
。つ
な
が
り
が
希
薄
化
す
る
地
域
で
は
、

高
齢
者
の
孤
立
も
問
題
と
な
り
ま
す
。

2025 年には
要介護（要支援）認定
者数が 16.7％に！

こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め

に
、
高
齢
者
が
重
度
な
要
介
護
状

態
と
な
っ
て
も
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自

分
ら
し
い
暮
ら
し
を
人
生
の
最
後
ま
で
続

け
ら
れ
る
よ
う
、
地
域
全
体
で
支
え
る
仕

組
み
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
構

築
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ʑࢢࢢのऀྸߴ人ޱとཁհޢ
ʢཁࢧԉʣೝఆऀのਪ計

団
塊
の
世
代
が
75
歳
を
迎
え
る

２
０
２
５
年
に
は
介
護
ニ
ー
ズ
が

高
ま
り
、
要
介
護
（
要
支
援
）
認
定
者
数

の
急
激
な
増
加
を
予
想
し
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
市
で
は
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
の
構
築
に
向
け
て
、
平
成
30
年
度
か
ら

３
カ
年
に
取
り
組
む
内
容
な
ど
を
定
め
た

「
生
き
が
い
プ
ラ
ン
21
」
を
策
定
し
ま
し

た
。

　
こ
の
計
画
で
は
、基
本
方
針
を
「
予
防・

介
護
・
医
療
・
生
活
支
援
・
住
ま
い
」
の

５
つ
と
し
て
、
各
分
野
に
お
い
て
そ
れ
ぞ

れ
「
市
・
事
業
者
・
市
民
」
が
協
働
で
取

り
組
む
内
容
な
ど
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま

す
。

平成 30 年度
介護保険制度の主な改正点

①　自己負担が２割の人のうち、特に所得の高い人の負
　　担割合が３割に変更
②　高齢者と障害者の両方にサービスを提供するための　
　　「共生型サービス」の創設
③　低所得の高齢障害者のための負担軽減措置

④　70 歳以上の人の高額医療・高額介護合算制度の一部
　　の限度額の変更
⑤　介護保険料の所得基準などの見直し
※　②③⑤は平成 30 年４月から、①④は平成 30 年８月　

　から実施
 介護長寿課　☎227－6066
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